
1

平成２８年６月定例 宮代町教育委員会会議録

招集年月日 平成 28 年 6 月 23 日午前 9 時 30 分 開 催 場 所 百間小学校多目的室

開閉の日時

及び宣告者

平成 28 年 6 月 23 日午前 9 時 25 分 教 育 長 中村 敏明

平成 28 年 6 月 23 日午前 11 時 55 分 教 育 長 中村 敏明

議長代理 － 仮議長 － 会議録調製員 井上 正己

委員出席状況 議案説明等

番号 氏 名 出席の有無 教育推進課長 斎藤和浩

学校管理幹兼副課長（学校教育） 鈴木修平

副課長（教育総務） 井上正己

生涯学習室長 佐藤賢治

百間小学校校長 毛塚 悟

教 育 長 中村 敏明 出席

職務代理者 中村 昭雄 出席

教育委員 武笠 正明 出席

教育委員 寺尾 裕 出席

教育委員 深井 美智子 出席

議案件名

教育長報告

（１）概要報告

事務局報告

（１）平成２８年６月宮代町議会定例会関係

ア 一般質問と答弁の概要について

イ ６月定例議会の議案の議決結果について

（２）学校教育関係

ア ７月の行事予定について

（３）生涯学習関係

ア ７月の事業予定について

審議案件

議案第２４号 宮代町立小・中学校教職員服務規程の一部を改正する訓令について

議案第２５号 新みやしろ郷土かるた制作委員会委員の任命について
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開 会 午前 9 時 25 分

１．開会の宣言

中村教育長 平成２８年６月の定例教育委員会をこれより開会いたします。

（全委員の出席を確認）

２． 会場校校長挨拶

毛塚校長 （挨拶及び学校概要を説明）

（授業見学）

３．教育長報告

（１）あいさつ及び概要報告について

中村教育長 再開します

それでは概要報告いたします。

（資料により概要報告を行う。）

中村教育長 次に４．事務局報告に移ります。

（１）平成２８年６月宮代町定例町議会関係について事務局から説明します。

４．事務局報告

（１）平成２８年６月宮代町定例町議会関係

斎藤課長 （１）平成２８年６月宮代町定例町議会関係

（資料に沿って説明を行う。）

中村教育長 ただいまの報告に対して、ご質問、ご意見をお受けいたします。

中村職務代理者 通告第９号の中で「小中学校適正配置」について、教育委員会では審議会答申等

を踏まえて検討を重ねた結果、特に中学校については「１校（への再編）」との

基本方針に至りましたが、答弁の中で「中学校２校」の可能性があるとの答弁が

あったと他で聞きました。どのような状況だったのでしょうか。

中村教育長 答弁として、教育委員会方針は「中学校１校」である旨を答弁していますが、現

段階で「必ず１校」との結論ではない点をお答えした点と思います。

中村職務代理者 教育委員会では２年以上にわたり検討を重ね「中学校１校」という結論に至りま

した。今後、住民の方に対してお知らせや説明をする機会が増えますので、「方

針」は同じでないといけません。町の計画での位置づけはどのようになっていま

すか。

井上副課長 本年３月に定めた「宮代町立小中学校適正配置計画」においては、「中学校１校」

としています。今後の小中学校の課題に対応するため中学校は１校が適切である

という提案です。

中村教育長 その後の通告第１３号でも同様の問いがありましたが、「中学校１校」と答弁し

ています。質問の中では「須賀中廃校」を問われ、現段階で特定校の廃校を決定

したものではない旨を答弁していますのでその辺の誤解があったものと解して

います。
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中村職務代理者 教育委員会での検討過程でも「中学校２校」という考え方はありましたが、様々

に検討した結果「１校」との結論に至っています。従って、教育委員会の立場と

しては「中学校１校」を提案、説明するものと理解しています。

中村教育長 そのとおりです。

中村職務代理 通告第１１号、通告第１３号にあるように「子供議会」「アンケート」も分かり

ますが、何でも意見を聴けば良いという単純な問題ではないと思います。まずは、

これまで色々な視点から二年間検討を重ねた結果を説明して理解を求めるとい

うことが必要です。

武笠委員 「須賀中学校廃校」は決定ではありません。事実と異なる質問を止める術はない

のでしようか。

斎藤課長 本人が取り下げない限り、一般質問自体を止めることはできません。

中村職務代理者 このようなことがありますので、「方針」は明確にしておく必要があります。

中村教育長 通告第１３号に対する答弁は課長が行いましたが、私からも「中学校１校」の方

針は決定していますが、特定校廃校を決定しているものではない点を説明してい

ます。

他にございますか。

（意見、質問なし）

中村教育長 次に、報告事項（２）説明をお願いします。

（２）学校教育関係について

鈴木学校管理幹 （３）学校教育関係について

（資料に沿って説明を行う。）

中村教育長 ただいまの報告に対して、ご質問、ご意見をお受けいたします。

（意見、質問なし）

中村教育長 次に、報告事項（３）説明をお願いします。

（３）生涯学習関係について

佐藤室長 （２）生涯学習関係について

（資料に沿って説明を行う。）

中村教育長 ただいまの報告に対して、ご質問、ご意見をお受けいたします。

中村職務代理者 「企画展」のパンフレットは作成されますか。

佐藤室長 はい。作成次第御用意いたします。

中村教育長 他にございますか。

（意見、質問なし）

中村教育長 次に、５．議事に入ります。
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５．議事

議案第２４号 宮代町立小・中学校教職員服務規程の一部を改正する訓令について

鈴木学校管理幹 議案第２４号 宮代町立小・中学校教職員服務規程の一部を改正する訓令につい

て

（資料に沿って説明を行う。）

中村教育長 ただいまの説明に対して、ご質問、ご意見をお受けいたします。

武笠委員 「専従」という制度について説明願います。

中村教育長 例えば、身分を残したまま組合事務局など他の団体へ出向するような場合です。

今回は埼玉県に合わせて様式を追加したものです。

武笠委員 分かりました。

中村教育長 また、様式の改正については勤務時間が 7 時間 45 分となったため、時間休との

整合をとるための改正です。介護休暇については埼玉県の勤務時間条例が変わっ

たため、期間を特定して分けてとれるようにしたものです。

中村教育長 他にご質問、ご意見ございますでしょうか。

（意見、質問なし）

では、お諮りします。

議案第２４号について、原案のとおり可決として良いでしょうか。

（異議なし）

中村教育長 承認されました。次に、議案第２５号をお願いします。

議案第２５号 新みやしろ郷土かるた制作委員会委員の任命について

佐藤室長 議案第２５号 新みやしろ郷土かるた制作委員会委員の任命について

（資料に沿って説明を行う。）

中村教育長 ただいまの説明に対して、ご質問、ご意見をお受けいたします。

（意見、質問なし）

中村教育長 では、お諮りします。

以上で本日の議事をすべて終えました。

次に、「６．その他」に移ります。

６．その他

井上副課長 「宮代町立小中学校適正配置計画」地域説明会について

「総合教育会議」開催について

「教育委員と教職員の情報交換」について

（資料に沿って説明を行う。）

中村教育長 他にございますか。

佐藤室長 新みやしろ郷土かるた読み句募集について

（資料に沿って説明を行う。）

中村職務代理者 とても素晴らしい資料ができました。

選定の際は個人名を消して行った方が良いと感じます。
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佐藤室長 検討します。

中村教育長 他になければ、次回定例教育委員会の日程をお願いします。

７．次回教育委員会について

井上副課長 次回本日年間予定表をご用意しました。

年間予定表では、次回は７月２８日（木）の予定です、よろしいでしょうか。

（７月２８日（木）午後３時開会、会場は役場会議室）

８．前回会議録の承認

中村教育長 前回会議録の承認並びに署名をお願いします。

平成２８年５月１９日開催の、平成２８年第５回定例教育委員会の会議録につき

ましては、あらかじめ委員の皆様方に配付したとおりです。

お手元の会議録にご異議ございませんでしょうか。

（異議なし。）

異議ないようですので、前回の会議録へ署名をお願いします。

（会議録署名）

９．閉会

（閉会午前 11 時 55 分）
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左会議録は事実と相違ないので、宮代町教育委員会会議規則第 17 条第 2項

の規定によりここに署名する。

平成２８年７月２８日

教育長

委 員

委 員

委 員

委 員

会議録調製員 井上正己


